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(57)【要約】
【課題】本体部の外形サイズは拡大しないままで本体部
の内容積を増大しつつ、つまり、消費電力量の改善と省
スペース化の双方の要求に応えつつ、冷却性能の悪化及
びコストの増加を防止することができる冷凍冷蔵庫を得
る。
【解決手段】冷凍冷蔵庫１００は、内箱１５ａと外箱１
５ｂとの間に真空断熱材１２及び発泡断熱材１３が充填
された本体部１５と、冷凍サイクル回路６と、を備え、
冷蔵室１が最上段に配置されたワークトップ型の冷凍冷
蔵庫であって、冷却器８と圧縮機９との間を接続する吸
入管７を、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間であって、冷
蔵室１よりも低い位置に形成された貯蔵室と対向する範
囲に配置すると共に、吸入管７の冷却器８から１０００
ｍｍを超えた部分を、冷却器８の投影背面に配置してい
ないものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内箱と外箱との間に真空断熱材及び発泡断熱材が充填され、前記内箱の内方に少なくと
も冷蔵室を含む複数の貯蔵室が形成された本体部と、
　圧縮機、凝縮器、減圧手段及び冷却器が配管接続され、前記冷却器で前記貯蔵室に供給
する空気を冷却する冷凍サイクル回路と、
　を備え、
　前記冷蔵室が最上段に配置されたワークトップ型の冷凍冷蔵庫であって、
　前記冷却器と前記圧縮機との間を接続する吸入管を、前記内箱と前記外箱との間であっ
て、前記冷蔵室よりも低い位置に形成された前記貯蔵室と対向する範囲に配置すると共に
、
　前記吸入管の前記冷却器から前記圧縮機までの長さにおける前記冷却器から１０００ｍ
ｍを超えた部分を、前記冷却器の投影背面に配置していないことを特徴とする冷凍冷蔵庫
。
【請求項２】
　前記吸入管を、前記本体部の背面部のみに配置したことを特徴とする請求項１に記載の
冷凍冷蔵庫。
【請求項３】
　前記吸入管を、前記内箱と前記真空断熱材との間に配置したことを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の冷凍冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内箱と外箱との間に断熱材が充填され、内箱の内方に複数の貯蔵室が形成さ
れた本体部と、圧縮機、凝縮器、減圧手段及び冷却器が配管接続された冷凍サイクル回路
とを備え、冷却器で冷却された空気を各貯蔵室内に供給する冷凍冷蔵庫が知られている。
また、このような冷凍冷蔵庫においては、冷却器と圧縮機との間を接続する吸入管の配置
構成として、種々の構成が提案されている。
【０００３】
　例えば、このような従来の冷凍冷蔵庫としては、「圧縮機、凝縮器、減圧手段、一つの
冷却器で冷凍サイクルを構成し、冷蔵室が冷凍室より上段に配置されたワークトップ型の
冷凍冷蔵庫において、冷却器出口と圧縮機との間に接続される吸入管を備え、吸入管の冷
却器出口から圧縮機までの長さの１０％～５０％までの部分の比較的温度の低い部分を冷
却器の投影背面内に配置するようにした。」という冷凍冷蔵庫が提案されている（特許文
献１参照）。
　この特許文献１に記載の冷凍冷蔵庫は、吸入管の残りの部分が冷蔵室の背面側となる本
体部（内箱と外箱との間）に設けられている。また、冷蔵室の背面側となる本体部に設け
られた吸入管は、冷却器の背面側となる本体部（冷却器の投影背面内）を通った後に圧縮
機に接続された構成となっている。
【０００４】
　また例えば、このような従来の冷凍冷蔵庫としては、「庫内に設置した冷却器から機械
室に設置した圧縮機に冷媒を戻すサクションパイプを、内箱の庫内側を通した後、外殻に
露出することなく前記機械室内に配設した」という冷凍冷蔵庫も提案されている（特許文
献２参照）。
【０００５】
　また例えば、このような従来の冷凍冷蔵庫としては、「冷蔵庫は、貯蔵室を有する冷蔵
庫本体と、冷蔵庫本体に組込まれ、冷却器および冷却器からの冷媒を圧縮機に戻すサクシ
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ョンパイプを含んで構成される冷凍サイクルと、貯蔵室の背面部に設けられ、冷却器から
の冷気を貯蔵室に供給する冷気供給ダクトと、を備える。サクションパイプは、冷気供給
ダクトの側方に位置して設けられている。」という冷凍冷蔵庫も提案されている（特許文
献３参照）。この特許文献３に記載の冷凍冷蔵庫は、吸入管（サクションパイプ）を断熱
材で覆った状態で、ダクトの側方に吸入管を配置している。
【０００６】
　また例えば、このような従来の冷凍冷蔵庫としては、内箱と外箱との間であって、冷却
器が設置された冷却室の背面側となる範囲に吸入管の全てを配置した冷凍冷蔵庫も提案さ
れている（特許文献４参照）。
【０００７】
　また例えば、このような従来の冷凍冷蔵庫としては、冷却器が設置された冷却室を冷却
室ユニットとして製作し、該冷却室ユニットの背面壁内に吸入管の大部分を配置して、吸
入管を含む該冷却室ユニットを本体部に取り付ける冷凍冷蔵庫も提案されている（特許文
献５参照）。この特許文献５に記載の冷凍冷蔵庫は、吸入管の残りの部分を冷却器の背面
側となる本体部（冷却器の投影背面内）に配置して圧縮機に接続する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－９０８５３号公報
【特許文献２】特開２００９－１９８４０号公報
【特許文献３】特開２０１２－１５４５３３号公報
【特許文献４】特開２００２－１８８８８１号公報
【特許文献５】特開２００９－２１６３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　近年、冷凍冷蔵庫には、消費電力量の改善が要求されている。このため、消費電力量の
改善を目的として、内箱と外箱との間に、ウレタン断熱材（発泡断熱材）に加えて該ウレ
タン断熱材よりも断熱性能の高い真空断熱材も配設する技術が提案されている。真空断熱
材はウレタン断熱材に対して例えば約１０倍の断熱性能を有しているため、真空断熱材を
厚くするほど、冷凍冷蔵庫の消費電力量を改善することができる。また、近年、冷凍冷蔵
庫には、省スペース化、換言すると、本体部（つまり外箱）の外形サイズは拡大しないま
ま、本体部の内容積（内箱の内方となる空間であり、貯蔵室が形成される空間の容積）を
増大することも要求されている。この要求に応えるためには、真空断熱材の厚さを厚くし
、内箱と外箱との間の発泡断熱材の厚みを極力薄くすることが好ましい。
【００１０】
　しかしながら、上述のような要求に応えられる冷凍冷蔵庫を製作しようとした場合、従
来の吸入管の配置構成では、以下のような課題が発生してしまう。
【００１１】
　詳しくは、発明者らは、貯蔵室のなかで高い温度帯に設定される冷蔵室に必要な断熱厚
さは、他の貯蔵室（例えば冷凍室）よりも薄い点に着目した。また、本体部の最上段に冷
蔵室が設けられるワークトップ型の冷凍冷蔵庫においては、本体部の下部に設けられる機
械室（圧縮機等の高温になる構成物が配置されている部屋）と冷蔵室が離れて設置されて
いるため、冷蔵室は機械室からの熱の影響を受けない点に着目した。そして、発明者らは
、このような着目点のもと、消費電力量の改善及び省スペース化の双方の要求に応えるべ
く、ワークトップ型の冷凍冷蔵庫において、冷蔵室と対向する位置における外箱と内箱と
の間の空間を他の貯蔵室（例えば冷凍室）よりも薄くすることを試みた。
【００１２】
　しかしながら、このような着目点のもとで本体部を製作し、当該構成の本体部に特許文
献１の吸入管配置構成を採用した場合、次のような課題が発生してしまう。つまり、特許
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文献１に記載の冷凍冷蔵庫においては、吸入管の残りの部分（吸入管の冷却器出口から圧
縮機までの長さの１０％～５０％までの部分以外の部分）が、冷蔵室の背面側となる本体
部（内箱と外箱との間）に設けられている。そして、冷却器と圧縮機とを接続する吸入管
は、冷凍サイクル回路の構成間を接続する他の配管よりも太く、その外径が約１０ｍｍあ
る場合もある。つまり、上記のような着目点のもとで製作された本体部に特許文献１の吸
入管配置構成を採用した場合、壁面厚さが薄い部分に太い吸入管を配置しなければならな
い。このため、上記のような着目点のもとで製作された本体部に特許文献１の吸入管配置
構成を採用した場合、本体部の外形サイズは拡大しないままで本体部の内容積を増大する
ことが出来ない、つまり、消費電力量の改善と省スペース化の双方の要求を満足できない
という課題があった。
【００１３】
　また、上述のように、特許文献１に記載の冷凍冷蔵庫においては、冷蔵室の背面側とな
る本体部に設けられた吸入管は、冷却器の背面側となる本体部（冷却器の投影背面内）を
通った後に圧縮機に接続された構成となっている。ここで、吸入管の温度は、冷却器出口
より１２００ｍｍを超えると、冷凍冷蔵庫周辺の外気温度等によっては、１０℃近くなる
ことがある。一方、冷却器の温度は、－３０℃近くとなっている。このため、特許文献１
に記載の冷凍冷蔵庫は、４０℃近くの温度差が冷却器の背面側に出来てしまうため、冷却
器が吸入管の温度を吸収して、冷却器の温度が上昇してしまうので、冷却性能が悪化して
しまうという課題もあった。
【００１４】
　また、特許文献２に記載の冷凍冷蔵庫は、内箱の庫内側、つまり、内箱の内方に吸入管
を配置している。すなわち、特許文献２に記載の冷凍冷蔵庫は、貯蔵室を形成することが
できる空間であり、断熱材が設けられていない空間に吸入管を配置している。上述のよう
に、吸入管の温度は冷却器出口より１２００ｍｍを超えると１０℃近くなることがあるた
め、断熱材で覆われない状態の吸入管が内箱の庫内側（貯蔵室を形成することができる内
箱の内方）に設けられている特許文献２に記載の冷凍冷蔵庫は、貯蔵室と吸入管との温度
差によって吸入管に結露が生じてしまうという課題があった。また、吸入管の結露対策と
して吸入管を断熱材で覆った場合、吸入管の結露対策費用が発生し、冷凍冷蔵庫のコスト
が増加してしまうという課題があった。また、吸入管の結露対策として吸入管を断熱材で
覆った場合、特許文献２に記載の冷凍冷蔵庫は、貯蔵室を形成することができる空間に吸
入管を配置しているため、本体部の内容積、つまり貯蔵室の容積が減少してしまうという
課題があった。
【００１５】
　また、特許文献３に記載の冷凍冷蔵庫は、内箱の内方に配置された吸入管を断熱材で覆
う構成としているので吸入管の結露は防止できるが、吸入管を覆う断熱材の分だけコスト
が上昇してしまい（結露対策費用）、特許文献２と同様に冷凍冷蔵庫のコストが増加して
しまうという課題があった。また、特許文献３に記載の冷凍冷蔵庫は、特許文献２と同様
に、貯蔵室を形成することができる空間に吸入管を配置しているため、本体部の内容積、
つまり貯蔵室の容積が減少してしまうという課題があった。
【００１６】
　また、特許文献４に記載の冷凍冷蔵庫は、内箱と外箱との間であって、冷却器が設置さ
れた冷却室の背面側となる範囲に吸入管の全てを配置している。上述のように、吸入管の
温度は冷却器出口より１２００ｍｍを超えると１０℃近くなることがあり、冷却器の温度
は－３０℃近くとなっている。このため、特許文献４に記載の冷凍冷蔵庫は、特許文献１
に記載の冷凍冷蔵庫と同様に、４０℃近くの温度差が冷却器の背面側に出来てしまうため
、冷却器が吸入管の温度を吸収して、冷却器の温度が上昇してしまうので、冷却性能が悪
化してしまうという課題があった。
【００１７】
　また、特許文献５に記載の冷凍冷蔵庫は、内箱と外箱との間であって、冷却器が設置さ
れた冷却室の背面側となる範囲に吸入管の大部分を配置している。このため、特許文献５
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に記載の冷凍冷蔵庫は、特許文献１，４と同様に、４０℃近くの温度差が冷却器の背面側
に出来てしまうため、冷却器が吸入管の温度を吸収して、冷却器の温度が上昇してしまう
ので、冷却性能が悪化してしまうという課題があった。また、特許文献５に記載の冷凍冷
蔵庫は、吸入管の残りの部分を冷却器の背面側となる本体部（冷却器の投影背面内）に配
置して圧縮機に接続する構成となっているため、特許文献１と同様に、本体部の内容積を
減少させずに冷蔵室の真空断熱材の厚さを厚くすることが出来ず、本体部の内容積を減少
させずに消費電力量を改善することができないという課題があった。
【００１８】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、本体部の外形サイズは
拡大しないままで本体部の内容積を増大しつつ、つまり、消費電力量の改善と省スペース
化の双方の要求に応えつつ、冷却性能の悪化及びコストの増加を防止することができる冷
凍冷蔵庫を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明に係る冷凍冷蔵庫は、内箱と外箱との間に真空断熱材及び発泡断熱材が充填され
、前記内箱の内方に少なくとも冷蔵室を含む複数の貯蔵室が形成された本体部と、圧縮機
、凝縮器、減圧手段及び冷却器が配管接続され、前記冷却器で前記貯蔵室に供給する空気
を冷却する冷凍サイクル回路と、を備え、前記冷蔵室が最上段に配置されたワークトップ
型の冷凍冷蔵庫であって、前記冷却器と前記圧縮機との間を接続する吸入管を、前記内箱
と前記外箱との間であって、前記冷蔵室よりも低い位置に形成された前記貯蔵室と対向す
る範囲に配置すると共に、前記吸入管の前記冷却器から前記圧縮機までの長さにおける前
記冷却器から１０００ｍｍを超えた部分を、前記冷却器の投影背面に配置していないもの
である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る冷凍冷蔵庫は、冷蔵室が最上段に配置されたワークトップ型の冷凍冷蔵庫
であって、吸入管を、内箱と外箱との間であって、冷蔵室よりも低い位置に形成された貯
蔵室と対向する範囲に配置している。つまり、本発明に係る冷凍冷蔵庫は、冷蔵室と対向
する位置における外箱と内箱との間の空間を他の貯蔵室（例えば冷凍室）よりも薄くする
ことができる。このため、本発明に係る冷凍冷蔵庫は、本体部の外形サイズは拡大しない
ままで本体部の内容積を増大しつつ、消費電力量の改善と省スペース化の双方の要求を満
たすことができる。
【００２１】
　また、本発明に係る冷凍冷蔵庫は、吸入管の冷却器から圧縮機までの長さにおける冷却
器から１０００ｍｍを超えた部分を、冷却器の投影背面に配置していない。このため、本
発明に係る冷凍冷蔵庫は、冷却器が吸入管の温度を吸収すること、つまり、冷却器の温度
が上昇してしまうことを防止できるので、冷却性能が悪化してしまうことも防止できる。
【００２２】
　また、本発明に係る冷凍冷蔵庫は、吸入管を内箱と外箱との間、つまり従来より断熱材
が設けられている範囲に配置している。このため、本発明に係る冷凍冷蔵庫は、吸入管を
覆う断熱材を新たに設ける必要がないので、冷凍冷蔵庫のコストが増加することも防止で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の背面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の側断面図である。
【図３】図２のＱ部詳細図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の冷凍サイクル回路を示す回路図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の、吸入管長さと吸入管温度との関係を示
す特性図である。



(6) JP 2015-21690 A 2015.2.2

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００２４】
実施の形態．
　図１は、本発明の実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の背面図である。図２は、この冷凍冷蔵
庫の側断面図である。図３は、図２のＱ部詳細図である。図４は、この冷凍冷蔵庫の冷凍
サイクル回路を示す回路図である。なお、図１は、吸入管７の配置構成の理解を容易とす
るため、冷凍冷蔵庫１００の外郭を構成する外箱１５ｂの背面及び断熱材（真空断熱材１
２及び発泡断熱材１３）を透過して示した図となっている。また、図４に示す矢印は、冷
媒の流れ方向を示している。
　以下、これら図１～図４を用いて、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００について説明
する。
【００２５】
　本実施の形態の冷凍冷蔵庫１００は、図１に示すように、内箱１５ａと外箱１５ｂとの
間に真空断熱材１２及びウレタン等の発泡断熱材１３が充填された本体部１５を備えてい
る。なお、本実施の形態に係る本体部１５は、外箱１５ｂに真空断熱材１２を取り付けて
内箱１５ａと外箱１５ｂとを組み立てた後、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間に発泡断熱材
１３を発泡充填する構成としている。このため、本実施の形態に係る本体部１５は、図２
，３に示すように、内箱１５ａと真空断熱材１２との間に発泡断熱材１３が設けられる構
成となっている。
【００２６】
　この本体部１５は、冷凍冷蔵庫１００の外郭を構成するものであり、図１，２に示すよ
うに、内箱１５ａの内方が仕切り１６で区画されて複数の貯蔵室が形成されている。詳し
くは、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、０℃～５℃の冷蔵温度帯に冷却される冷
蔵室１が本体部１５の最上部に配置されたワークトップ型の冷凍冷蔵庫である。また、本
実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、冷蔵室１以外の貯蔵室として、製氷室２、切替室
３、冷凍室４及び野菜室５を備えている。
【００２７】
　製氷室２は、自動あるいは手動にて離氷動作を行い貯氷する貯蔵室であり、冷蔵室１の
下方に配置されている。切替室３は、使用者の好みによって、例えば冷蔵温度帯（０℃～
５℃）からチルド温度帯（－２℃～２℃）までの温度帯を段階的に設定できる貯蔵室であ
る。この切替室３は、製氷室２と並んで冷蔵室１の下方に配置されている。冷凍室４は、
貯蔵物を冷凍する冷凍温度帯（－１５℃～－２０℃）に設定される貯蔵室であり、製氷室
２及び切替室３の下方に配置されている。野菜室５は、野菜の貯蔵に好適な温度帯（０℃
～５℃）に設定される貯蔵室であり、冷凍室４の下方に配置されている。
【００２８】
　また、冷凍冷蔵庫１００は、図４に示すように、圧縮機９、凝縮器１１、減圧手段１４
及び冷却器８が配管接続されて構成され、上記の各貯蔵室に供給する空気を冷却器８で冷
却する冷凍サイクル回路６を備えている。
　圧縮機９は、冷却器８から流出した低温低圧の冷媒を吸入管７（冷却器８と圧縮機９と
を接続する配管）を介して吸入し、高温高圧のガス冷媒に圧縮するものである。この圧縮
機９は、本体部１５の後部下側に形成された機械室１０に設けられている。凝縮器１１は
、圧縮機９で圧縮された高温高圧のガス冷媒を高圧の液冷媒に凝縮するものである。この
凝縮器１１は、例えばフィンチューブ型の熱交換器等を用いてもよいし、本体部１５の側
面部（詳しくは、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間に充填された発泡断熱材１３内）に配置
された配管を凝縮器１１として用いてもよい。
【００２９】
　減圧手段１４は、毛細管又は電磁膨張弁等であり、凝縮器から流出した高圧の液冷媒を
低温低圧の気液二相冷媒に膨張させるものである。本実施の形態では、減圧手段１４とし
て毛細管を採用し、この毛細管と吸入管７とを所定の長さ区間（後述する吸入管７ｂの７
０％～８０％）だけハンダ付けして固定している。これにより、冷却器８によって毛細管
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を冷却することができるので、毛細管は熱回収がさらにしやすくなり、毛細管内の膨張工
程の冷媒の乾き度を低下させることでエンタルピを大きくかせぐことができる。また、毛
細管内の膨張工程の冷媒の乾き度を低下させることにより、毛細管内を流れる冷媒が液状
態に近づくため、気泡発生（フォーミング）による毛細管内の流路抵抗が減少し、冷媒流
量が増加する。このため、毛細管と吸入管７とをハンダ付けして固定することにより、冷
凍能力を増大することができる。
【００３０】
　冷却器８は、例えばフィンチューブ型の熱交換器であり、減圧手段１４から流出した低
温低圧の気液二相冷媒と各貯蔵室から流出した空気とを熱交換させ、当該空気を冷却する
ものである。本実施の形態では、冷凍室４の後方が図示せぬ仕切板で仕切られて、当該仕
切板と内箱１５ａとの間に冷却室が形成されている。冷却器８は、この冷却室内に配置さ
れ、各貯蔵室から流出してこの冷却室内に流入してきた空気と冷媒とを熱交換させる。な
お、冷却器８で冷却されたこの空気は、図示せぬ風路を通って、送風機等により各貯蔵室
に供給される。
【００３１】
　なお、冷却器８で熱交換して低圧となった冷媒は、冷却器８と圧縮機９とを接続する吸
入管７を通って、再び圧縮機９に吸入される。
【００３２】
　ここで、冷凍冷蔵庫１００の消費電力量を改善する手段として、本体部１５の断熱性能
の向上が挙げられる。そして、本体部１５の内容積（内箱１５ａの内方となる空間であり
、貯蔵室が形成される空間の容積）は減少させず、かつ本体部１５（つまり外箱１５ｂ）
の外形サイズは拡大しないまま、断熱性能を向上させる為には、真空断熱材１２の厚さを
厚くする必要がある。このとき、真空断熱材１２の厚さの限界は、内箱１５ａと外箱１５
ｂとの間の厚さから、発泡断熱材１３が発泡工程において流れる厚さを差し引いた厚さ（
つまり、発泡断熱材１３の厚さ）になる。このため、本体部１５の内容積は減少させず、
かつ本体部１５の外形サイズは拡大しないまま、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間に吸入管
７を配置しようとした際、吸入管７の外径が発泡断熱材１３の厚さよりも大きいと、真空
断熱材１２の厚さを薄くしなければならず、本体部１５の断熱性能が悪化してしまう。
【００３３】
　また、本実施の形態に係る本体部１５は、本体部１５の外形サイズは拡大しないまま、
本体部１５の内容積（内箱１５ａの内方となる空間であり、貯蔵室が形成される空間の容
積）の増加を図っている。このため、本実施の形態に係る本体部１５は、従来にはない新
たな技術思想に基づいて製作されている。詳しくは、従来の冷凍冷蔵庫の本体部は、発泡
断熱材が主に断熱機能を担い、真空断熱材は発泡断熱材の断熱機能を補助するという技術
思想によって製作されていた。一方、本実施の形態に係る本体部１５は、真空断熱材１２
が主に断熱機能を担うという新たな技術思想に基づいて製作されている。このため、本実
施の形態に係る本体部１５は、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間の空間における真空断熱材
１２の充填率を４０％～８０％としており、さらに、外箱１５ｂの表面積に対する真空断
熱材１２の面積比率（外箱１５ｂの表面を覆う真空断熱材１２の面積比率）を６０％以上
としている。また、発泡断熱材１３は、真空断熱材１２の固定、及び、本体部１５の強度
確保を主目的として、その曲げ弾性率を１５．０ＭＰａ以上としている。つまり、本体部
１５の外形サイズは拡大しないまま、本体部１５の内容積の増加を図った本実施の形態に
係る本体部１５は、発泡断熱材１３の厚さがさらに薄くなり、真空断熱材１２の厚さを確
保しつつ内箱１５ａと外箱１５ｂとの間に吸入管７を配置することがさらに困難になって
いる。
【００３４】
　しかしながら、内箱１５ａの内方に吸入管７を配置すると、貯蔵室を形成することがで
きる空間に吸入管７を配置することとなるため、本体部１５の内容積、つまり貯蔵室の容
積が減少してしまうという。また、後述の図５を参照すると分かるように、吸入管７の温
度は冷却器８の出口より１２００ｍｍを超えると、１０℃近くになることがある。このた
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め、内箱１５ａの内方に吸入管７を配置すると、貯蔵室と吸入管７との温度差によって吸
入管７に結露が生じてしまうという。また、吸入管７の結露対策として吸入管７を断熱材
で覆った場合、吸入管７を覆う断熱材の分だけコストが上昇してしまい、冷凍冷蔵庫１０
０のコストが増加してしまう。
【００３５】
　そこで、本実施の形態１に係る冷凍冷蔵庫１００では、以下のような構成により、本体
部１５の内容積は減少させず（又は、本体部１５の内容積を増加させつつ）、かつ本体部
１５の外形サイズは拡大しないまま、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間に吸入管７を配置し
ている。
【００３６】
　本体部１５の壁厚（内箱１５ａと外箱１５ｂとの間の厚さ、つまり断熱厚さ）は、対向
する貯蔵室の温度帯に応じて異なる。つまり、製氷室２、切替室３及び冷凍室４の温度帯
は冷蔵室１の温度帯よりも低いため、製氷室２、切替室３及び冷凍室４と対向する範囲の
本体部１５の壁厚は、冷蔵室１と対向する範囲の本体部１５の壁厚よりも厚くなっている
。すなわち、図２，３に示すように、製氷室２、切替室３及び冷凍室４と対向する範囲の
本体部１５に設けられる真空断熱材１２の厚さを、冷蔵室１と対向する範囲の本体部１５
に設けられる真空断熱材１２の厚さと同等まで厚くしても、製氷室２、切替室３及び冷凍
室４と対向する範囲の本体部１５には、吸入管７を配置する領域（発泡断熱材１３の厚み
）を確保することができる。したがって、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００において
は、吸入管７を、内箱１５ａと外箱１５ｂとの間であって、冷蔵室１よりも低い温度帯に
設定可能な貯蔵室（製氷室２、切替室３及び冷凍室４）と対向する範囲に配置している。
【００３７】
　以下、吸入管７の構成について、さらに詳細に説明する。
【００３８】
　本実施の形態に係る吸入管７は、図２に示すように、冷却器８から圧縮機９に向かって
、外径６．３５ｍｍで肉厚０．５ｍｍの吸入管７ａ、外径７．７ｍｍで肉厚０．５ｍｍの
吸入管７ｂ、及び、外径６．３５ｍｍで肉厚０．５ｍｍの吸入管７ｃが順次接続されて構
成されている。吸入管７ａは、冷却器８の出口に接続される配管であり、本実施の形態で
は２３０ｍｍの長さとなっている。吸入管７ｂは、一方の端部が吸入管７ａと接続され、
他方の端部が吸入管７ｃと接続される配管である。この吸入管７ｂは、その大部分が発泡
断熱材１３の内部に設置される配管であり、本実施の形態では２５００ｍｍの長さとなっ
ている。なお、吸入管７ｂにおける吸入管７ｃ側の端部は、９０ｍｍほど機械室１０に突
出している。吸入管７ｃは、吸入管７ｂと圧縮機９とを接続する配管であり、本実施の形
態では２７０ｍｍの長さとなっている。
【００３９】
　このように構成された吸入管７の大部分（より詳しくは、内箱１５ａと外箱１５ｂとの
間に配置された部分）は、図１に示すように冷蔵室１よりも低い温度帯に設定可能な貯蔵
室（製氷室２、切替室３及び冷凍室４）と対向する範囲において、図２，３に示すように
内箱１５ａと真空断熱材１２との間の発泡断熱材１３内に設けられる。
【００４０】
　図１を用いて、吸入管７の配置構成をさらに詳しく説明する。なお、以下では、図４で
示した冷凍サイクル回路６内の冷媒流れ方向にしたがって、吸入管７の配置構成を説明し
ていく。
【００４１】
　まず、吸入管７は、冷却器８の出口から、内箱１５ａと真空断熱材１２との間に設けら
れた発泡断熱材１３の内部に入り、そこから上方向に向かって配置されている。そして、
吸入管７は、製氷室２と冷蔵室１とを区画する仕切り１６の下方、つまり、製氷室２と対
向する範囲で１８０°反転して下方向に向かうように配置されている。
【００４２】
　次に、下方向に向かうように配置された吸入管７は、冷却器８の背面側（つまり、冷却
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器８の投影背面）の中程で水平方向に向かうように配置されている。そして、水平方向に
向かうように配置された吸入管７は、冷却器８の背面側で上方向に向かうように配置され
ている。
【００４３】
　この吸入管７は、冷凍室４と切替室３とを区画する仕切り１６近傍で水平方向に向かう
ように配置された後、切替室３と製氷室２とを区画する仕切り１６近傍で１８０°反転す
るように配置されている。この吸入管７は、切替室３と冷蔵室１とを区画する仕切り１６
の下方、つまり、切替室３と対向する範囲で水平方向に配置された後、下方向に向かうよ
うに配置されている。
【００４４】
　この下方向に向かうように配置された吸入管７は、冷却器８の投影背面を通過させない
ように配置された後、野菜室５と対向する範囲に配置され、その後、内箱１５ａと真空断
熱材１２との間に設けられた発泡断熱材１３から機械室１０に出て、圧縮機９の吸入側に
接続される。なお、野菜室５の温度帯は冷蔵室１と同じ温度帯であるが、本実施の形態に
係る本体部１５は、野菜室５と対向する範囲の壁厚を、冷蔵室１よりも低い温度帯に設定
可能な貯蔵室（製氷室２、切替室３及び冷凍室４）と対向する範囲の壁厚と同じ厚さとし
ている。これは、機械室１０から野菜室５に熱が侵入することを抑制するためである。
【００４５】
　ここで、上述のように、本実施の形態では、切替室３の背面側から下方向に向かうよう
に配置された吸入管７は、冷却器８の投影背面を通過させないように配置されている。一
方、従来の冷凍冷蔵庫（例えば特許文献１参照）では、当該部分の吸入管は冷却器８の投
影背面を通過させるように配置している。本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００が当該部
分の吸入管７を冷却器８の投影背面を通過させないように配置している理由は、以下のた
めである。
【００４６】
　図５は、本発明の実施の形態に係る冷凍冷蔵庫の、吸入管長さと吸入管温度との関係を
示す特性図である。この図５は、横軸に冷却器８側からの吸入管７の長さを示しており、
縦軸に吸入管７の温度を示している。なお、図５に示すデータを測定した時の冷凍冷蔵庫
１００周辺の外気温度は３０℃であり、冷却器８の平均温度は約－２５℃であった。
【００４７】
　図５に示すように、冷却器８から圧縮機９に向かうにつれて、吸入管７（換言すると、
該吸入管７を流れる冷媒）は、周囲から加熱されて徐々にその温度が上昇していく。そし
て、冷却器８から１０００ｍｍを超えると、吸入管７の温度は０℃以上になる。さらに、
機械室１０の入口付近（発泡断熱材１３から機械室１０に突出する直前の吸入管７部分）
までいくと、吸入管７の温度は、２０℃近くにまで上昇する。
【００４８】
　このため、機械室１０の入口付近の吸入管７を冷却器８の投影背面に配置すると、吸入
管７と冷却器８との間の温度差は５０℃近くにもなってしまう。したがって、機械室１０
の入口付近の吸入管７を冷却器８の投影背面に配置すると、冷却器８が吸入管７の温度を
吸収して、冷却器８の温度が上昇してしまうので、冷却性能が悪化してしまう。ここで、
各貯蔵室から冷却器８（冷却室）に流入する空気に着目すると、最も温度が高く流量が多
い空気は、冷蔵室１（温度帯０℃～５℃）から冷却器８に流入する空気であり、約３℃で
ある。このため、冷蔵室１から冷却器８に流入する空気よりも低い温度になっている吸入
管７部分であれば、冷却器８の冷却性能を悪化させない。このため、本実施の形態では、
吸入管７の冷却器８から圧縮機９までの長さにおける冷却器から１０００ｍｍを超えた部
分を、冷却器８の投影背面に配置しないようにするため、切替室３の背面側から下方向に
向かうように配置された吸入管７を、冷却器８の投影背面を通過させないように配置して
いる。
【００４９】
　以上、本実施の形態のように構成された冷凍冷蔵庫１００（冷蔵室１が最上段に配置さ
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れたワークトップ型の冷凍冷蔵庫）においては、吸入管７を、内箱１５ａと外箱１５ｂと
の間であって、冷蔵室１よりも低い位置に形成された貯蔵室と対向する範囲に配置してい
る。つまり、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、冷蔵室１と対向する位置における
内箱１５ａと外箱１５ｂとの間の空間を他の貯蔵室よりも薄くすることができる。このた
め、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、本体部１５の外形サイズは拡大しないまま
で本体部１５の内容積を増大しつつ、消費電力量の改善と省スペース化の双方の要求を満
たすことができる。
【００５０】
　また、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、吸入管７の冷却器８から圧縮機９まで
の長さにおける冷却器８から１０００ｍｍを超えた部分を、冷却器８の投影背面に配置し
ていない。このため、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、冷却器８が吸入管７の温
度を吸収すること、つまり、冷却器８の温度が上昇してしまうことを防止できるので、冷
却性能が悪化してしまうことも防止できる。
【００５１】
　また、本実施の形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、吸入管７を内箱１５ａと外箱１５ｂと
の間、つまり従来より断熱材が設けられている範囲に配置している。このため、本実施の
形態に係る冷凍冷蔵庫１００は、吸入管７を覆う断熱材を新たに設ける必要がないので、
冷凍冷蔵庫１００のコストが増加することも防止できる。
【００５２】
　なお、本実施の形態では、吸入管７を本体部１５の背面側のみに配置しているが、吸入
管７を本体部１５の側面側に配置することが可能である。しかしながら、冷却器８と圧縮
機９とを接続する吸入管７は、冷凍サイクル回路６の構成間を接続する他の配管よりも太
い。このため、吸入管７を本体部１５の背面側のみに配置した場合、吸入管７を本体部１
５の側面側に配置した場合と比べ、本体部１５の側面部の厚みを薄くすることができる。
つまり、吸入管７を本体部１５の背面側のみに配置した場合、吸入管７を本体部１５の側
面側に配置した場合と比べ、本体部１５の内容積を増大することができる。したがって、
本実施の形態では、吸入管７を本体部１５の背面側のみに配置している。
【００５３】
　また、本実施の形態では、内箱１５ａと真空断熱材１２との間に吸入管７を配置してい
るが、吸入管７を真空断熱材１２と外箱１５ｂとの間に配置してもよい。より詳しくは、
真空断熱材１２を内箱１５ａに取り付けて、真空断熱材１２と外箱１５ｂとの間に発泡断
熱材１３を充填し、該発泡断熱材１３の内部（つまり、真空断熱材１２と外箱１５ｂとの
間）に吸入管７を配置してもよい。しかしながら、内箱１５ａの表面形状は外箱１５ｂの
表面形状よりも凹凸が多いため、内箱１５ａに真空断熱材１２を取り付けるよりも、外箱
１５ｂに真空断熱材１２を取り付ける方が、本体部１５の製造が容易となる。このため、
本実施の形態では、内箱１５ａと真空断熱材１２との間に吸入管７を配置している。
【符号の説明】
【００５４】
　１　冷蔵室、２　製氷室、３　切替室、４　冷凍室、５　野菜室、６　冷凍サイクル回
路、７（７ａ～７ｃ）　吸入管、８　冷却器、９　圧縮機、１０　機械室、１１　凝縮器
、１２　真空断熱材、１３　発泡断熱材、１４　減圧手段、１５　本体部、１５ａ　内箱
、１５ｂ　外箱、１６　仕切り、１００　冷凍冷蔵庫。
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